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２０２３年１２月１８日 

お客さま各位 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた対応に関するお知らせ 

 

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

２０２１年６月に政府より公表された「成長戦略実行計画」において、「５年後の約束手形の利用廃止」

「小切手の全面的な電子化」が盛り込まれたことを受け、全国銀行協会より「２０２６年度末までに手形交

換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」自主行動計画が策定されました。 

 （全国銀行協会策定内容の詳細については以下をご覧ください） 

 

                 一般社団法人全国銀行協会のホームページ 

 

これらを踏まえ、当金庫では手形・小切手に関し下記の対応を実施いたします。 

 

記 

１．対応内容 

 （１）２０２４年４月１日以降に当座預金勘定を新たに開設するお客さまについては、手形帳・小切手帳の

発行を停止します。 

    ＊当座預金から現金出金が必要なお客さまは、口座開設時にキャッシュカードをお申込みのうえ

ご利用ください。 

 （２）２０２６年１０月以降を支払期日とする手形・小切手については、代金取立の受付を停止します。 

２．取扱停止日 

  ２０２４年４月１日（月） 
 

当金庫では、インターネットバンキングやでんさいネットなどの商品をご用意しております。お客さまに

おかれましても急な対応が求められることのないよう、これを機に電子的な決済手段の活用をご検討く

ださい。 

 

以上 

＜本件についてのお問合せ＞             

ビジネスパートナー部 ０１２０-１８-３８６８ 受付時間（平日 9：00～17：00） 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n071901/

